
爵
案
第
三
十
九
号

専
決
処
分
　
に
　
つ
　
い
　
て

地
方
自
治
法
　
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
　
第
百
七
十
九
条
爵
一
項
の
規
定
に
よ
り
､
別
紙
の

と
お
り
専
決
処
分
を
し
た
の
で
'
′
同
法
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
'
こ
れ
を
本
題
金
に
報
告
し
て
承
認

を
求
め
る
Q

昭
和
五
十
七
年
五
月
十
二
日

三

　

朝

　

町

　

長

髄
和
五
拾
七
年
五
月
槍
式
日
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幸
可
決
､
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す
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て
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次
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お
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す
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J
fi

三
朝
町
税
条
例
の
蒜
を
改
正
す
す
条
例

三
朝
町
税
条
例
(
周
和
a
+
･
五
聖
二
廟
町
条
例
第
十
八
号
)

の
一
番
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

I

l

l

-

■

t

P

.

ー
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一

.

∫

学
芸
篭
葦
｢
漂
至
芸
9
.
.
第
-
A
.
魯
J
r
幾
音
義
の
工
賃
項
｣
托
改
め
る
Q

/

竺
十
四
針
空
一
項
や
丁
十
<
万
日
干
E
J
を
｢
二
十
万
円
｣
に
改
め
る
.

､

ヽ

　

･

第
三
十
顔
条
の

唱

を
｢
寡
輪
(
寡
天
)
睦
徐
嶺
｣
に
改
め
る
｡

優
五
十
六
集
中
｢
轟
.
誓
九
条
の
八
｣
を
｢
-
十
九
条
の
九
｣
に
改
め
る
｡

■

.

　

T

k

.

･

岩
音
蔓
や
I

二
項
を
改
め
よ
う
陀
改
め
る
｡

'

.

I

･
7
　
本
慧
親
-
定
申
土
地
.
に
対
も
て
練
す
る
特
別
-
保
有
琴
忙
粥
す
る
嶺
定
誓

土
地
の
所
有
者
が
所
有

∴
i

　

　

小

-
雷
土
地
で
′
 
l
月
言
-
-
当
-
地
の
撃
得
を
し
-
以
後
十
年
-
過
し
雷
の
告
い
て
は
､

/

･

ヽ

遺
用
し
な
S
｡

･
誓
三
十
妄
警
雷
｢
第
-
-
の
十
三
-
-
号
｣
を
｢
-
十
四
条
の
三
重
一
芸
卑
し

/

一

＼
1
.
1

東

改

め

告

)

　

　

　

　

､

･
警
四
芸
警
雷
｢
-
至
二
条
の
こ
第
-
-
｢
第
-
三
条
の
こ
-
壌
｣
に
改
め
る
｡

■

勝
則
雲
集
芸
竺
葦
｢
由
霊
去
年
-
｣
を
｢
昭
和
五
若
年
霊
宝
改
め
三
乗
じ
て

′

<

得
た
金
衝
｣
の
有
紀
｢

一

(
そ
の
考
が
療
除
潮
象
偲
偽
者
又
政
凍
寒
親
族
ノ
密
着
す
る
嶺t

一

′

＼

食
に
は
､
当
薮
金
額
准
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九
万
円
を
加
算
し
た
金
敵
)
鞍
を
加
え
へ
同
条
第
二
第
中
r
昭
和
五
十
六
年
漠
舟
｣
を
J
昭
和
五
十
七
年
度

分

｣

　

に

改

め

る

｡
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駄
則
第
八
条
の
見
出
し
を
｢
(
肉
用
牛
の
売
却
へ
に
ょ
る
着
実
所
得
に
係
る
町
民
税
の
諌
税
の
常
例
)
｣
に

改
め
ハ
同
条
中
F
昭
和
四
十
三
寒
ま
か
ら
由
和
五
十
八
年
琴
ま
で
｣
を
｢
昭
和
五
十
も
年
鑑
か
i
s
t
昭
和
六
十

一
年
度
T
B
で
J
把
､
｢
和
裁
特
別
措
偉
法
第
二
十
五
条
第
1
項
に
規
奄
す
る
事
業
所
帝
を
有
す
る
｣
妄
｢
租

税
藤
別
冶
魔
法
第
二
十
五
条
第
一
額
各
号
に
韓
げ
る
売
却
の
方
法
把
よ
･
p
T
当
該
各
号
に
定
め
る
肉
用
牛
を
売

■

却
し
J
 
r
か
つ
､
そ
の
気
却
上
海
肉
用
牛
が
す
べ
.
t
J
同
項
把
規
雇
す
る
免
税
対
象
飼
育
牛
で
あ
る
｣
に
改
め
､

｢
含
む
｡
虹
の
下
に
｢
次
項
把
,
ぉ
S
で
同
じ
0
｣
を
加
え
'
｢
当
畝
事
業
所
樽
の
明
細
｣
を
｢
そ
の
肉
用
牛

l

7

の
売
却
に
係
る
同
法
第
二
十
五
義
範
l
項
に
規
定
す
る
事
象
所
得
の
明
細
｣
に
改
め
'
同
条
に
次
の
二
項
を

ヽ加

え

る

｡
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瀞
項
に
規
定
す
る
各
年
武
弁
`
の
個
人
の
町
民
税
時
限
か
'
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
恥
に
租
税
特

別
穏
健
法
第
二
十
五
粂
第
-
項
各
号
妊
掲
げ
る
売
.
劫
の
方
法
準
工
か
当
鼓
各
号
に
定
め
る
肉
舟
牛
を
売
却

し
､
か
つ
､
そ
の
売
却
し
喪
肉
用
牛
の
う
ち
陀
同
額
に
規
定
す
る
免
税
対
象
飼
育
牛
旺
琴
当
し
な
い
も
の

/

が
含
ま
れ
て
S
る
場
膚
(
舟
の
売
却
し
た
肉
用
牛
が
す
べ
て
同
額
に
規
定
す
る
免
I
#
対
象
飼
育
牛
に
款
当

し
な
S
急
L
で
あ
る
場
合
食
含
む
o
)
粒
食
S
て
､
爵
三
十
六
条
の
二
第
丁
項
の
規
定
に
ょ
塙
申
暫
事
に
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そ
の
肉
用
牛
の
売
却
に
係
る
同
法
警
手
五
象
撃
表
撃
毒
ノ
忙
規
定
す
る
事
業
所
碑
の
明
細
陀
牌
す
る

事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き
疫
,
そ
の
昔
の
前
年
の
総
所
祷
金
額
に
係
る
叫
民
椀
の
所
得
副
の
鰍
は
､
窮
三

十
三
条
か
ち
嘉
三
十
.
3
条
の
碑
ま
で
'
空
事
担
条
の
七
及
び
前
条
の
規
定
艦
か
か
わ
ら
ず
､
次
に
藤
げ

を
金
鞄
の
合
計
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

-
租
税
準
別
措
態
法
第
二
十
五
条
弟
二
萌
爵
7
号
陀
規
定
す
る
売
却
価
額
の
合
計
戚
托
首
舟
の
T
を
乗

じ

て

計

算

し

た

金

額
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二
　
称
税
特
別
持
直
法
第
三
十
五
条
撃
表
撃
音
庭
規
定
す
る
海
業
所
樽
の
金
散
が
な
い
も
の
と
み
凌

'j

.
し
て
計
算
し
た
海
食
托
お
け
拳
前
年
の
総
所
称
金
魚
に
つ
き
､
爵
三
十
三
条
か
ら
第
三
十
四
条
の
四
ま

で
j
r
撃
二
十
周
桑
め
七
及
び
前
条
の
規
定
綻
ま
わ
計
算
し
た
所
祷
割
v
Q
l
観
に
相
婆
す
右
金
額

所
得
割
の
一
助
競
落
執
着
が
附
則
第
十
六
条
の
±
第
7
額
の
規
定
の
適
節
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
そ
の

一

者
の
当
夜
年
変
身
の
町
民
琴
の
所
篠
割
に
､
つ
め
て
結
､
第
1
顔
中
｢
が
す
べ
て
｣
と
あ
る
の
は
r
の
う
ち

ヽ

に

｣

と

'

｢

で

あ

る

場

合

｣

と

あ

る

の

は

｢

が

あ

る

嶺

合

｣

と

､

｢

同

店

第

二

十

五

東

端

一

塊

｣

と

あ

る

･

助
は
｢
同
額
撃
T
+
声
襲
撃
二
項
¢
規
定
に
ょ
海
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
空
讐
＼
i
,
し
て
'
岡
原
の
規

定
を
適
用
す
る
｡
こ
の
場
合
柊
か
S
て
姓
､
静
損
の
鰍
定
妹
､
適
用
し
安
い
/
.

附
則
第
十
一
条
の
見
出
し
中
｢
昭
和
五
十
四
年
度
か
ら
的
和
五
十
六
年
鑑
･
p
･
で
｣
を
｢
哨
和
五
十
七
年
良



-｣.T　.　　_　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　_丁_　__ー

え

るL

も　r

のす.

五･

倍三
以倍
下以
の.下

も　の

の　も

の

＼-　　　_r

一二二⊥

㌣

]

ヽ

　

㌧

′

T

(

　

+

～

　

>

少

か
ら
昭
和
五
十
九
畢
度
ま
で
｣

紅
改
め
る
｡

附
則
第
十
二
条
(
見
出
し
を
含
む
｡
)
中
表
和
五
十
四
年
度
か
ら
昭
和
五
十
六
年
度
ま
で
｣
を
｢
昭
和

五
十
七
年
度
か
ら
昭
和
五
十
九
年
琴
ま
で
｣

に
壷
め
､
同
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
0

･
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昇

　

率

　

の

二
･
三
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以
下
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1

･
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終

え

'

一

･
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を

超

え

､

二

･

七

倍
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超

え

､
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附
則
第
十
三
条
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出
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含
む
｡
J
中

五
十
七
年
鑑
か
ら
唱
和
五
十
九
年
度
ま
で
L

｢
昭
和
畢
十
四
年
度
か
ち
碕
和
五
十
ふ
い
年
度
ま
で
｣
を
｢
昭
和

に
改
め
､
同
条
の
表
を
取
の
よ
う
に
改
め
る
o
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附
則
弟
十
五
条
讐
一
撃
-
項
中
｢
昭
和
五
十
過
年
度
か
ら
略
和
五
十
六
年
盗
泉
で
｣
を
｢
職
和
五
十
老
年

髭
か
ら
昭
和
五
十
九
年
度
ま
で
｣
や
托
改
め
る
｡

〟

附
則
第
十
五
条
′
の
二
の
次
に
次
の
二
条
奄
加
え
を
｡

′

第
十
五
条
の
三
　
土
港
の
所
有
者
が
所
有
す
る
土
地
で
磯
和
四
十
囚
讐
月

め
三
輪
一
項
第
一
号
忙
絡
げ
る
土
地
に
番
っ
て
吐
昭
和
甑
十
七
年
四
月
T

日
　
(
令
附
則
甫
十
六
条
の
二

地
に
あ
っ
て
姓
昭
和
軸
十
八
年
七
月
一
日
)
か
ら
昭
和
五
十
七
年
三
月
三
十

～

拘
･
鵜
東
二
号
に
ね
げ
る
･
H

I
.
昆
息
で
の
碗
紅
輿
称
し
軒

■

･

も
の
(
法
第
五
首
九
や
九
廉
警
膚
の
規
定
に
上
歩
申
告
納
付
す
べ
き
日
の
演
ず
息
年
の
一
月
一
任
把
お

I

-

-

.

I

.

I

.

S
て
都
市
計
画
轟
蒜
和
四
十
三
年
法
律
案
嘗
号
)
第
七
条
撃
二
項
に
成
東
す
る
市
街
化
調
整
区
域
内
に

＼

I

J

所
在
す
る
土
地
で
当
該
土
地
の
取
得
を
し
た
日
以
伏
十
年
を
経
過
し
た
も
の
を
陳
く
｡
)
に
対
し
て
誓

第
首
三
十
妄
第
二
項
の
規
定
紅
か
か
わ
ら
ず
､
'
海
尉
土
地
保
有
税
を
錬
す
る
｡
こ
の
場
合
紅
か
S
て
聖

ノ

賢
盲
第
八
節
の
規
定
中
土
地
に
対
し
て
諌
す
る
蒋
斯
土
地
線
有
税
に
鱒
す
る
規
定
及
び
前
条
の
観
/
定
(

立
地
に
対
し
て
魂
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
係
る
鞄
舟
に
似
る
.
)
姦
通
用
す
る
｡
′

■

へ

･
ヂ
昭
勅
五
十
七
年
数
月
言
新
鮮
厳
格
さ
れ
泡
土
地
を
当
藩
士
艶
の
所
有
者
か
ら
何
日
以
後
そ
の
昔
の
特

殊
鱒
係
者
が
取
得
す
る
場
合
把
誓
当
該
土
地
む
所
有
者
の
鞄
縛
の
日
を
筆
尿
特
蘇
鶴
係
著
の
取
得
の
B

と
み
表
し
て
'
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
.
､
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前
項
の
規
定
乾
よ
か
当
該
土
地
の
所
義
孝
の
取
得
l
の
8
貯
収
得
で
れ
た
も
の
と
易
を
さ
れ
た
土
地
を
当

款
特
殊
幽
係
者
か
ら
そ
の
者
の
癖
殊
幽
鼠
者
が
戟
樽
す
る
場
合
に
は
'
当
該
土
地
の
所
有
者
の
取
得
の
日

を
そ
の
者
の
特
殊
秘
儀
者
の
取
得
の
日
と
み
な
し
て
'
第
一
境
の
規
定
を
適
用
す
る
.

年
　
前
二
項
の
規
定
は
､
前
項
の
規
定
托
i
j
歩
当
綾
土
地
の
所
有
者
の
取
得
の
日
に
戦
持
さ
れ
た
も
の
と
み

奉
巷
れ
た
土
地
を
当
該
特
殊
碗
係
巻
の
特
殊
鋼
係
者
か
ら
そ
の
者
の
特
殊
繭
係
者
が
叔
碍
す
る
場
合
に
つ

S
て
拳
用
す
る
｡
こ
の
場
合
に
お
S
て
､
帯
二
項
中
｢
晦
和
五
十
七
年
四
月
1
日
前
に
取
得
さ
れ
た
土
地
｣

と
あ
る
の
姓
｢
土
地
の
所
有
者
の
硬
得
の
日
に
取
得
巷
れ
た
も
の
と
み
を
さ
れ
た
土
地
｣
と
'
｢
土
地
の

所
有
者
か
ら
｣
と
あ
る
の
は
｢
特
殊
鱒
係
者
の
特
殊
牌
係
-
者
か
ら
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
｡

ノ

∫
　
前
三
項
に
親
密
す
る
特
殊
紬
嵐
者
と
誓
法
串
五
首
八
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
滞
殊
鱒
係
藷
を
S

丘

フ

O

J

附
周
第
十
六
条
の
二
警
項
竺
号
申
｢
青
身
の
二
十
三
･
､
九
｣
を
｢
首
分
の
二
十
で
六
｣
竺
　
｢
七

育
万
円
｣
を
T
八
百
万
円
｣
竺
　
｢
有
卦
の
三
十
e
l
二
｣
を
｢
百
分
の
三
十
六
･
七
｣
に
､
｢
青
倉
の
十

＼

二
二
｣
を
｢
青
倉
の
十
二
･
三
L
k
改
め
､
同
条
撃
表
撃
言
中
｢
青
身
の
七
十
二
｣
を
｢
首
分
の
七

十
｣
に
､
｢
七
百
万
円
｣
を
｢
八
百
万
円
｣
に
,
｢
百
分
~
の
｣
八
十
｣
を
｢
百
分
の
五
十
七
｣
に
改
め
､
同
条

第
三
項
弟
二
号
中
｢
育
奇
警
7
+
凡
J
を
｢
青
身
の
三
十
J
誓
　
｢
七
富
万
円
｣
を
完
官
万
円
｣
竺
　
｢

I

I
 
I

I,jv.

l
J
j
,
叫

､

了

.
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J

華

､

盲
分
の
担
十
｣
を
ギ
召
分
が
四
十
二
｣
竺
　
｢
盲
分
の
十
二
･

漸
則
第
七
七
廉
第
･
一
境
申
｢
第
三
十
三
発
給
四
境
｣
の
下
に

)
↓rt･! '4

■

一
｣
を
｢
百
分
の
十
二

J
I.

.
三
｣
に
改
め
る
｡

｢
､
整
二
十
六
栄
の
二
弟
三
嘆
｣
遼
加
え
へ

弼
壌
警
号
申
｢
超
え
八
千
万
円
以
下
で
填
る
｣
を
｢
憩
え
る
｣
把
軟
め
Y
,
画
境
琴
三
.
号
を
削
る
｡
･

表
別
賢
七
桑
の
こ
空
境
や
｢
前
条
警
慧
誓
町
お
を
,
岡
壌
｣
を
｢
昭
租
五
十
八
年
準
か
ら

●

昭
和
六
十
年
雷
で
の
各
悪
霊
廃
人
富
民
税
に
賢
､
所
祷
割
か
納
撃
畿
箸
が
前
年
中
に
前
条
弟

蒜

｣

に

､

｢

弼

じ

.

)

の

う

ち

に

,

｣

を

｢

同

じ

｡

)

を

し

､

た

-

忙

お

1

て

､

当

該

盛

渡

の

全

部

又

は

＼.

｣
部
が
｣
に
､
｢
が
あ
る
と
き
｣
を
｢
忙
該
当
す
る
と
き
｣
に
改
め
､
内
項
.
･
6
1
号
｡
何
を
次
の
よ
･
う
に
改

I

め

為

｡

ノ

一
掃
　
墓
碑
税
轟
染
渡
所
葡
金
敷
か
ら
路
千
万
,
E
を
軽
険
し
た
金
警
官
名
東
に
相
当
す
る
金
銀

㌔

IL

瀞
則
第
十
意
の
二
者
′
蒜
警
予
熱
び
-
払
警
Q
;
k
軟
富
0

叫

㌧
で
　
当
酸
課
＼
税
凄
動
線
渡
所
得
金
-
雑
等
も
し
前
年
中
の
前
条
韓
表
の
-
所
祷
芸
尚
と
…
練
準
/
-

ヽ
ル
ー
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ロ
　
当
家
課
税
長
期
東
涯
癖
樽
金
額
の
う
ち
健
良
住
宅
地
等
に
係
る
訣
税
長
擁
譲
渡
所
層
金
､
額
が
顔
千

∫

万
円
を
殖
え
る
壕
合
　
次
托
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
～

川
　
音
六
十
乱
円
に
傍
良
佳
亮
地
等
把
係
る
演
説
長
期
嶺
獲
所
得
金
額
か
ら
四
千
万
円
を
趣
除
し
た

金
額
の
青
身
の
五
に
相
当
す
る
金
額
を
加
算
し
た
金
額

拘
　
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
の
二
分
の
L
l
に
相
当
す
る
金
額
と
当
該
年
象
分
の
課
税
総
所
得
金
額

と
E
Q
合
計
饗
を
重
訳
毎
秋
総
所
得
金
額
と
み
な
し
て
計
算
し
た
場
今
の
所
祷
割
の
額
か
ら
'
僚
良

【.1■.■

J
住
宅
地
等
に
依
る
錬
税
農
触
譲
渡
所
滞
金
磯
の
二
分
の
l
に
/
楯
当
す
る
金
額
と
当
家
年
度
分
の
課

税
総
所
碍
金
鋲
と
の
合
計
額
を
当
該
錬
蘭
総
所
得
金
親
と
み
夜
し
て
計
算
し
葱
場
合
の
所
碍
割
の

/

額
を
控
除
し
た
金
額

ヽ

鮒
則
第
十
七
集
あ
二
撃
l
海
中
｢
前
条
串
l
額
の
場
合
に
お
り
て
､
何
事
に
規
定
す
る
譲
渡
ー
所
碑
の
基
因

I

と
濠
も
土
地
等
の
譲
渡
の
う
ち
に
｣
を
｢
昭
和
五
十
八
乾
生
か
ら
唱
和
六
十
毎
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
滞
人

心

ヽ

の
町
民
魂
に
隈
歩
､
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
弟
l
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な

･
る
土
地
等
の
表
層
を
し
軒
場
合
把
牢
や
て
'
当
該
腰
渡
6
)
.
金
部
又
は
一
部
が
L
k
r
　
｢
該
当
す
る
も
の
が
あ

る
｣
を
r
縁
当
す
る
｣
把
改
め
る
｡
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･

(
施
行
知
日
)

弟
t
条
　
と
の
条
例
は
,
野
和
五
十
七
重
幽
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
｡
海
鮮
し
∵
二
二
朝
町
税
粂
鵬
附
則
第
千

七
集
及
び
第
十
七
集
の
二
の
改
正
凝
定
並
び
町
沢
条
第
三
項
L
e
r
親
定
誓
略
和
五
十
八
年
単
月
盲
か
ら

ノ

J

施
行
す
る
｡

･

六
町
東
商
に
寵
す
る
韓
過
稽
寵
)

r

第
二
条
　
別
乳
の
帝
紅
潮
あ
る
も
v
Q
を
除
き
､
 
`
畝
正
数
の
三
観
′
町
税
貸
倒
㌫
下
｢
新
条
例
｣
と
S
う
｡
)

の
競
.
定
や
傭
人
の
町
民
税
収
掬
す
る
軸
分
誓
昭
和
五
十
七
年
度
以
後
の
年
度
分
の
海
人
の
′
町
民
税
収
っ

い
て
適
用
し
､
畢
和
五
十
六
年
鑑
分
ま
で
の
個
人
の
町
民
税
に
つ
い
て
は
､
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
.

㌔

/

･
J
∴
腐
和
五
十
七
年
霊
の
個
人
の
町
民
税
旺
晋
,
所
儀
割
の
納
税
額
務
者
が
租
税
特
別
韓
蛍
警
蒜
.

蜜
改
正
す
る
法
律
還
御
五
十
奉
年
法
律
轟
十
三
号
)
綜
よ
る
改
正
前
の
租
税
や
別
▲
琴
儲
鞍
第
二
宰
五
察

I

寮
蒜
に
規
定
サ
拳
事
案
所
得
を
凍
す
る
誓
笠
等
､
義
憤
例
帝
王
芸
条
の
こ
孝
義
か
境
宴

よ
る
申
告
尊
毒
の
溶
出
紛
限
後
笠
′
い
て
町
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
寄
れ
濁
時
頚
で
酪
凍
山
名
紘

＼

I

恕
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示
あ
る
と
き
は
､
溝
の
者
の
･
町
民
税
の
所
得
割
に
つ
い
て
姓
､
新
条
例
附
則
轟
入
条
轟
f
墳
及
び
第
三
項

の
規
定
に
か
か
わ
ち
ず
'
旧
条
例
附
則
第
八
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
｡

J
　
新
条
例
附
則
第
十
七
条
及
.
t
b
第
十
七
条
の
二
の
規
定
は
'
確
和
五
十
八
年
度
以
後
｢
の
年
鼻
分
の
個
人
の

町
民
税
に
つ
S
て
適
用
し
'
ノ
昭
和
五
十
七
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
町
民
税
に
つ
S
て
は
､
夜
お
健
廟
の
例

ヽ

に
ょ
/
る
.

(
固
定
資
産
税
に
鯛
す
る
経
過
精
髄
)

/
/
㌔

第
三
条
　
審
条
例
の
規
定
や
儀
定
資
産
税
に
鱒
す
.
溝
規
定
亘
､
軍
都
五
十
七
年
廃
以
儀
の
年
反
身
の
艶
層
産

税
妊
つ
い
て
適
用
し
'
昭
和
五
十
六
年

で
の
固
定
資
産
税
に
つ
､
い
て
は
､
■
な
お
従
前
の
例
忙
よ
る
｡

r
l
 
l
昭
和
五
十
七
年
髭
舟
の
尚
建
資
産
税
に
敬
か
7
新
条
例
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
絶
づ
S
て

蛙
､
同
顔
中
二
月
三
十
一
日
｣
と
あ
/
る
の
牡
､
｢
四
月
三
十
日
｣
と
す
る
.

(
特
別
士
酪
保
有
鹿
に
舶
す
る
経
過
措
患
)

′

第
/
四
条
　
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
､
新
条
例
の
競
発
中
土
地
推
対
し
て
課
す
る
髄
別
土
地
保
有
税

に
鱒
す
る
部
分
は
'
昭
和
五
十
七
転
変
以
後
の
年
鑑
分
の
土
地
に
対
し
て
練
す
る
特
別
立
地
保
奄
儀
に
つ

＼

S
耳
遠
廃
し
､
昭
和
五
十
六
年
度
分
ま
で
の
土
地
に
対
し
て
誠
す
る
特
別
土
地
保
有
税
綻
つ
S
て
∵
は
'
夜

お
従
前
の
例
托
よ
る
｡

｢

′尽

ー

j

 

t

｣

i



ryr/-

卿　J
I~もー_

:一g.仁一で

芸
T

′

　

｢

■

｢

ヽ

′

ふ
ノ
新
条
例
第
雪
二
雪
t
免
撃
議
の
規
定
絃
'
昭
和
五
十
七
年
幽
月

√ノ

7
日
(
′
以
下
｢
施
行
t
z
l
L
と
い
う
｡
)

以
後
忙
取
得
さ
れ
る
立
地
及
び
地
方
髄
液
蒜
和
二
十
五
年
蔭
衛
撃
嘉
二
十
六
号
)
第
五
首
九
十
九

/

桑
発
表
の
成
定
に
ょ
身
中
奇
観
村
す
べ
き
日
の
属
せ
る
年
の
1
月
盲
陀
お
淀
て
都
市
計
画
法
(
昭

和
償
十
三
年
法
革
帯
看
守
)
第
五
条
望
遠
妊
規
定
す
省
有
萌
化
瀦
轟
区
域
円
畝
所
在
す
る
土
塊
で
昭

耕
掬
十
四
軒
言
言
,
(
地
方
税
法
施
行
奇
警
番
懲
改
正
す
る
政
令
J
(
絹
耕
五
十
七
年
政
令
夢
七
十

壷
空
に
t
4
る
改
正
後
の
地
方
税
儀
施
行
令
(
噌
警
妄
五
年
政
令
聖
書
四
十
五
号
)
附
則
第
三
ハ

(

＼

/

∫

条
の
二
の
三
#
1
項
竺
号
に
掛
げ
る
土
地
に
あ
つ
て
は
昭
和
四
十
七
年
四
月
1
日
､
阿
攻
撃
一
号
に

.
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･

t

f

抱
げ
る
土
地
に
あ
つ
て
は
昭
和
四
十
八
年
七
月
丁
目
｡
次
項
に
お
い
て
同
じ
｡
)
か
ら
'
E
J
･
e
日
の
前
日

㌔

ま
で
の
簡
托
取
樽
惑
乱
尤
も
の
忙
係
る
昭
和
五
十
七
寧
鑑
以
後
の
年
鑑
身
の
怒
地
妊
対
し
て
諌
す
る
帝

別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
.

I

南
条
倒
幕
育
三
や
ア
療
撃
義
の
規
定
誓
鳴
潮
四
東
笹
警
月
言
前
誓
凝
符
号
れ
た
土
地
托
係

･

ノ

る
土
地
に
対
し
て
誠
す
る
3
¶
加
土
地
媒
有
税
に
つ
S
て
性
､

-

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

･

夜
お
そ
の
耕
カ
を
有
す
為
｡
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